
平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日
受
領

答

弁

第

二

〇

七

号

内
閣
衆
質
一
六
九
第
二
〇
七
号

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
平
野
博
文
君
提
出
軽
油
引
取
税
の
暫
定
税
率
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
平
野
博
文
君
提
出
軽
油
引
取
税
の
暫
定
税
率
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

一
般
論
と
し
て
、
御
指
摘
の
「
暫
定
的
に
導
入
さ
れ
た
増
税
」
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
目
的
と
し
た
需
要

が
満
た
さ
れ
又
は
不
要
と
な
っ
た
場
合
」
も
含
め
、
導
入
後
の
経
済
・
財
政
状
況
の
変
化
等
を
踏
ま
え
て
検
討
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
政
府
は
、
各
年
度
に
お
け
る
税
制
改
正
の
内
容
に
つ
い
て
、
国
会
や
国
民
に
対
し
、
必
要
な
説
明
や
広

報
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
説
明
責
任
を
果
た
す
よ
う
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
よ
う
に
「
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
」
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。

二
の
�
及
び
�
並
び
に
四
の
�
に
つ
い
て

平
成
五
年
度
の
軽
油
引
取
税
の
税
率
の
引
上
げ
は
、
地
方
道
路
財
源
の
確
保
の
観
点
か
ら
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
第

十
一
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
」
（
平
成
五
年
五
月
二
十
八
日
閣
議
決
定
）
に
お
け
る
地
方
単
独
事
業
、
直
轄
事
業
負
担
金

等
を
合
計
し
た
地
方
の
道
路
整
備
費
の
計
画
額
三
十
七
兆
八
千
億
円
に
対
す
る
実
績
額
は
約
三
十
七
兆
千
億
円
で
あ
る
こ

一



と
、
計
画
期
間
中
の
軽
油
引
取
税
を
含
む
地
方
の
道
路
特
定
財
源
は
約
十
二
兆
千
億
円
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
方
の
道
路
整

備
費
に
占
め
る
地
方
の
道
路
特
定
財
源
の
割
合
は
低
い
た
め
、
地
方
道
路
財
源
の
確
保
と
い
う
説
明
は
適
当
で
あ
っ
た
と
考

え
る
。
現
在
に
至
る
ま
で
こ
の
よ
う
な
状
況
に
変
わ
り
は
な
い
こ
と
か
ら
、
税
率
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
は
適
当
で
あ
る
と

考
え
る
。

ま
た
、
政
府
と
し
て
御
指
摘
の
よ
う
な
情
報
公
開
及
び
説
明
の
怠
慢
及
び
過
誤
が
あ
っ
た
と
は
認
識
し
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

第
十
一
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
策
定
に
際
し
て
は
、
「
公
共
投
資
基
本
計
画
」
（
平
成
二
年
六
月
二
十
八
日
閣
議
了

解
）
策
定
後
に
お
け
る
他
の
公
共
事
業
の
事
業
費
の
伸
び
率
や
、
「
第
十
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
」
（
昭
和
六
十
三
年
五

月
二
十
七
日
閣
議
決
定
）
の
計
画
期
間
中
に
お
け
る
道
路
事
業
の
進
ち
ょ
く
率
等
に
基
づ
い
て
、
事
業
量
七
十
六
兆
円
及
び

道
路
特
定
財
源
に
係
る
税
率
を
決
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
政
党
に
よ
る
政
策
提
案
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
お
答
え
す
る
立
場
に
は
な
い
。

四
の
�
に
つ
い
て

二



政
府
と
し
て
予
算
措
置
を
伴
う
法
律
案
を
提
出
し
、
施
策
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
一
般
に
、
そ
の
財
源
に
つ
い
て
予
算

等
の
形
で
明
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

湾
岸
地
域
に
お
け
る
平
和
回
復
活
動
を
支
援
す
る
た
め
の
湾
岸
平
和
基
金
に
対
す
る
平
成
二
年
及
び
平
成
三
年
の
拠
出

金
の
総
額
は
、
一
兆
四
千
九
百
二
十
八
億
八
千
万
円
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
平
成
二
年
度
補
正
予
算
（
第
二
号
及
び
特
第
二

号
）
に
お
い
て
拠
出
し
た
一
兆
千
七
百
億
円
の
財
源
に
つ
い
て
は
、
既
定
経
費
の
節
減
百
十
六
億
三
千
六
百
七
十
八
万
五
千

円
、
予
備
費
の
減
額
二
百
五
十
億
円
、
雑
収
入
の
増
千
六
百
四
十
四
億
九
千
六
百
六
十
八
万
五
千
円
及
び
湾
岸
地
域
に
お
け

る
平
和
回
復
活
動
を
支
援
す
る
た
め
平
成
二
年
度
に
お
い
て
緊
急
に
講
ず
べ
き
財
政
上
の
措
置
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に

係
る
臨
時
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
二
号
）
に
基
づ
き
発
行
す
る
臨
時
特
別
公
債
に
係
る
公
債
金
収
入
九
千

六
百
八
十
八
億
六
千
六
百
五
十
三
万
円
に
よ
り
措
置
す
る
こ
と
と
し
、
臨
時
特
別
公
債
の
償
還
財
源
に
つ
い
て
は
、
新
た
に

措
置
し
た
法
人
臨
時
特
別
税
及
び
石
油
臨
時
特
別
税
の
税
収
六
千
二
百
十
六
億
三
千
五
百
二
十
七
万
九
百
三
十
三
円
、
平
成

三
年
度
予
算
の
修
正
に
よ
る
防
衛
関
係
費
の
減
額
十
億
四
百
八
十
六
万
五
千
円
、
公
務
員
宿
舎
施
設
費
の
減
額
七
億
円
、
予

備
費
の
減
額
二
千
億
円
及
び
防
衛
関
係
費
に
係
る
国
庫
債
務
負
担
行
為
の
減
額
九
百
九
十
一
億
六
千
百
六
十
六
万
五
千
円

三



を
財
源
と
し
た
一
般
会
計
か
ら
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
へ
の
繰
入
れ
並
び
に
国
債
整
理
基
金
に
お
け
る
運
用
収
入
四
百

六
十
三
億
六
千
四
百
七
十
二
万
九
千
六
十
七
円
を
充
て
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四


